
政
令
第
百
九
十
一
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
四
第

二
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
ホ
中
「
こ
え
」
を
「
超
え
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第
十

二
号
中
「
か
つ
」
及
び
「
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
、
同
項
第
十
三
号
中
「
も

れ
」
を
「
漏
れ
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
取
扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
あ
た
つ
て
」
を
「
当

た
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
さ
び
ど
め
」
を
「
さ
び
止
め
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
ハ
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、

同
項
第
十
号
の
二
ル
中
「
か
つ
」
及
び
「
あ
つ
て
は
」
の
下
に
「
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
、
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
専
ら
」
を
削
り
、
「
行
う
」
を
「
専
ら
行
う
」
に

改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



五
の
二　

危
険
物
を
用
い
た
蓄
電
池
を
製
造
し
、
又
は
充
電
し
、
若
し
く
は
放
電
す
る
作
業
を
専
ら
行
う
一
般
取
扱
所
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
一
般
取
扱
所

第
二
十
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

次
に
掲
げ
る
製
造
所
等
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所

二　

前
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
一
般
取
扱
所
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

三　

前
条
第
二
項
第
九
号
に
掲
げ
る
一
般
取
扱
所
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
取
扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
の
二
中
「
規

定
」
の
下
に
「
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
号
（
イ
か
ら
ハ
ま

で
及
び
チ
を
除
く
。
）
の
規
定
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
号
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ　

塊
状
の
硫
黄
等
を
運
搬
す
る
た
め
積
載
す
る
場
合



ロ　

危
険
物
が
漏
れ
、
あ
ふ
れ
、
又
は
飛
散
す
る
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ
、
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
、
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合

ハ　

危
険
物
を
一
の
製
造
所
等
か
ら
当
該
製
造
所
等
の
存
す
る
敷
地
と
同
一
の
敷
地
内
に
存
す
る
他
の
製
造
所
等
へ
運
搬

す
る
た
め
積
載
す
る
場
合

第
四
十
条
第
二
項
中
「
四
千
七
百
円
」
を
「
五
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理　

由 

危
険
物
の
規
制
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
危
険
物
を
用
い
た
蓄
電
池
に
係
る
一
般
取
扱
所
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技

術
上
の
基
準
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
危
険
物
の
運
搬
に
お
け
る
積
載
方
法
の
技
術

上
の
基
準
を
改
正
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 



 

消防危第９６号  

令和７年５月 14 日 

 

 

 各 都 道 府 県 知 事  

 各 指 定 都 市 市 長  

 

 

                        消 防 庁 次 長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について 

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（令和７年政令第 191号。以下

「改正政令」という。）、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（令

和７年総務省令第 49 号。以下「改正省令」という。）及び危険物の規制に関する

技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件（令和７年総務省告示第 161

号。以下「改正告示」という。）が令和７年５月 14 日に公布されました。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を

処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いし

ます。 

 

記 

 

 

第一 改正政令に関する事項 

１ リチウムイオン蓄電池の取扱い等に係る規制の見直しについて 

（１）一般取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備 

  危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を

専ら行う一般取扱所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準について、

総務省令で特例を定めることができるようにしたこと。（改正政令による

改正後の危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号。以下「新令

」という。）第 19 条関係） 

 

（２）消火設備の基準に係る特例規定の整備 

危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専

ら行う一般取扱所及び危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わ

ない一般取扱所に設置しなければならない消火設備の技術上の基準について、

殿 



 

総務省令で特例を定めることができるようにしたこと。（新令第 20 条関係） 

  

（３）危険物の運搬における積載方法の特例規定の整備 

   リチウムイオン蓄電池に用いられる電解液のように、危険物が運搬の際に

漏れ、あふれ、又は飛散するおそれが少なく、かつ、防火上支障がないもの

として総務省令で定める場合は、運搬容器に収納せずに積載することができ

るようにしたこと。（新令第 29 条関係） 

 

２ 製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準に係る見直しについて 

屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備において、以下２点の改正を行

ったこと。（新令第９条及び第 11 条関係） 

・  危険物の流出防止措置を講ずることを前提として、総務省令で定める

場合は、適当な傾斜及び貯留設備を設けなくてもよいこととすること 

・  第４類の危険物を取り扱う設備において、総務省令で定める場合は、

貯留設備に油分離装置を設けなくてもよいこととすること。 

   

３ 航空機に給油する場合の危険物の取扱いの技術上の基準の見直しについて 

  航空機、船舶、鉄道又は軌道によって運行する車両に給油する際は、当該

航空機等の原動機（エンジン）を停止する必要があるところ、航空機に給油

する給油取扱所のうち総務省令で定めるものについては、給油の際に原動機

を停止しなくてもよいこととしたこと。（新令第 27 条関係） 

 

４ 指定講習機関が実施する危険物の取扱作業の保安に関する講習の手数料の

見直しについて 

  令和５年度の地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成 12 年政令第

16 号）の改正によって都道府県知事が実施する危険物取扱者の保安に関する

講習の標準の手数料が引き上げられたことに伴い、消防法（昭和 23 年法律第

186 号）第 16 条の４第２項に規定する指定講習機関が実施する同講習の手数

料も同額としたこと。（新令第 40 条関係） 

 

５ その他、所要の規定の整備を行うもの 

 

第二 改正省令及び改正告示に関する事項 

１ リチウムイオン蓄電池の取扱い等に係る規制の見直しについて 

（１）屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備 

  リチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱

う屋内貯蔵所に係る基準の特例を定めたこと。具体的には、以下の基準に適

合するものは、新令第 10 条第１項に掲げる一部の規定を適用しないことと

したこと。（改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則（昭和 34

年総理府令第 55 号。以下「新規則」という。）第 16 条の２の８等関係） 



 

 ・ 一定の安全基準に適合する蓄電池を貯蔵すること。 

・ 蓄電池の充電率に応じて延焼拡大防止措置（スプリンクラー又は遮蔽板

の設置等）を講ずること。 

・ 屋内貯蔵所の用に供する部分とその他の部分を区画すること。（建築物

の一部に屋内貯蔵所を設ける場合に限る。） 

・ リチウムイオン蓄電池を取り扱う屋内貯蔵所である旨を表示すること。 

 等 

 

（２）一般取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備 

リチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、

組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業のために危険物を取り扱う一

般取扱所に係る基準の特例を定めたこと。具体的には、以下の基準に適合す

るものは、新令第 19 条第１項において準用する新令第９条第１項に掲げる

一部の規定を適用しないこととしたこと。（新規則第 28 条の 54 及び第 28

条の 59 の２等関係） 

・ 一定の安全基準に適合する蓄電池を用いること。（組み立て又は充電若

しくは放電作業時のみ） 

・ 蓄電池の充電率に応じて延焼拡大防止措置（スプリンクラー又は遮蔽板

の設置等）を講ずること。 

・ 一般取扱所の用に供する部分とその他の部分を区画すること。（建築物

の一部に一般取扱所を設ける場合に限る。） 

・ リチウムイオン蓄電池を取り扱う一般取扱所である旨を表示すること。 

等 

 

（３）消火設備の基準に係る特例規定の整備 

（１）の屋内貯蔵所、（２）の一般取扱所及びリチウムイオン蓄電池によ

り貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般

取扱所に設置しなければならない消火設備について、以下の基準に適合する

ものは、新令第 20 条第１項及び第２項に掲げる基準を適用しないこととし

たこと。（新規則第 35 条の２から第 35 条の４まで等関係） 

・ 第二種のスプリンクラー設備を、一定の性能に適合するように設置する

こと。 

・ 第三種、第四種及び第五種の消火設備を、液状の危険物を取り扱う設備

及び危険物を取り扱うタンクの火災を有効に消火することができるように

設置すること。 等 

 

（４）屋内貯蔵所において容器に収納しないことができる危険物の規定の整備 

屋内貯蔵所において、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物の

うち、以下の方法で貯蔵されるものについては、容器に収納せずに貯蔵す

ることができることとしたこと。（新規則第 40 条等関係） 



 

・ 水が浸透する素材（段ボールなど）で包装し、又は梱包する方法 

・ キュービクル式の設備により貯蔵する方法 

・ 一定の耐火性を有する箱に入れる方法 等 

 

（５）危険物の運搬における積載方法に係る特例規定の整備 

リチウムイオン蓄電池を以下の方法により運搬する場合は、運搬容器に

収納せずに積載することができることとしたこと。（新規則第 43 条の３等

関係） 

・ 水が浸透する素材（段ボールなど）で包装し、又は梱包する方法 

・ キュービクル式の設備により運搬する方法 

・ 一定の耐火性を有する箱に入れる方法 

・ 試験等に用いられるものを保安上支障がない方法で運搬する方法 

 

２ 製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準に係る見直しについて 

  製造所における屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備及び屋外タンク

貯蔵所のポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備において、適当な傾斜及び

貯留設備並びに油分離装置を設けなくともよい場合として、危険物を取り扱

う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置を講じる

ことにより、漏れた危険物をとどめることができる場合を定めたこと。（新

規則第 13 条の２の３及び第 21 条の３の３関係） 

 

３ 屋内貯蔵所の架台の基準に係る見直しについて 

  屋内貯蔵所の架台が特定の構造等を有する場合は、架台を堅固な基礎に固

定しなくてもよいこととしたこと。（新規則第 16 条の２の２及び改正告示に

よる改正後の危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和

49 年自治省告示第 99 号。以下「新告示」という。）第４条の２の２関係） 

 

４ 水圧試験の基準に係る修正について 

  屋外タンク貯蔵所等の圧力タンクに係る水圧試験について、所要の規定の

整備を行うこととしたこと。（新規則第 20 条の５の２関係） 

 

５ その他、技術上の基準の整備について 

  新告示において、以下の技術上の基準を定めることとしたこと。（新告示

第４条の２の３、第 68 条の２の２、第 68 条の２の４、第 68 条の２の５、第

68 条の２の７、第 68 条の６の６及び第 68 条の６の７関係） 

  ・ 蓄電池の基準 

・ 遮蔽板の基準 

・ スプリンクラー設備の水源の基準 

・ 蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準 

・ 容器に収納しないこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準 



 

・ 運搬容器への収納を要さない危険物を収納する箱の基準 

・ 運搬容器への収納を要さない危険物を運搬する基準 

 

６ その他、所要の規定の整備を行うもの 

 

第三 施行期日等に関する事項 

１ 施行期日に関する事項 

公布の日の翌日から施行することとしたこと。（改正政令附則第１項等関

係） 

 

 ２ 経過措置に関する事項 

改正政令等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例によることとしたこと。（改正政令附則第２項等関係） 

 

３ その他の事項 

今回の改正政令等の運用については、別途通知する予定であること。 

 

  
（連絡先） 

消防庁危険物保安室 

石野、鈴木 

ＴＥＬ 03-5253-7524 

E-mail：fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 
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